
回発行している。４年度は、「何が問題？プラスチッ
ク汚染」「高齢者施設を知っておこう！！」「もっとき
れいに洗濯しよう！」などを主な内容とした。

●消費者の安全の確保
１　消費生活相談
　消費者が安全で安心な生活を送るために、専門相談
員による消費生活相談窓口を開設し、各種相談に応じ
ている。４年度の相談件数は5,394件であった。
　総件数の３割強（契約・購入金額別件数においては
300万円以上の相談の約４割）が60歳以上の相談と
なっており、高齢者の消費者被害が依然として多い。
　消費生活相談ではさまざまな相談に対応している
が、国民生活センターや消費者庁、都、警察、福祉関
係部署などとも連携を図り、相談の解決と情報提供に
努めている。

２　販売事業者等立入検査
　「家庭用品品質表示法」および製品安全4法(※ )に基
づき、販売事業者等に対する立入検査を実施し、適
正な表示がされた商品を販売しているか確認を行って
いる。４年度は２事業者、20品目について検査を行
い、おおむね適正に表示されていた。
※製品安全４法：
　　「電気用品安全法」、「ガス事業法」、「液化石油ガスの保安
　の確保及び取引の適正化に関する法律」、「消費生活用製品安
　全法」をいう。

●石神井公園区民交流センターの運営
１　石神井公園区民交流センター
　区民の文化活動と交流の場の提供、区内産業振興に
関する情報発信、職業・就職相談のための場の提供な
どを目的として設置した施設である。
　消費者施策・活動の拠点となる消費生活センターの
機能を担うほか、就労支援を行う「ワークサポートね
りま」が設置されている。

２　消費生活展
〔開催日〕 ４年11月12日
〔場　所〕 石神井公園区民交流センター
〔来場者〕505人
〔主　催〕 練馬区消費生活展実行委員会、練馬区
〔概　要〕 パネル展示

３　消費者だより
　消費生活相談を通じて収集した情報の提供と、消費
生活に関する知識の普及による区民の消費生活の安定
と向上を図るため、消費者だより「ぷりずむ」を年6
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〔石神井公園区民交流センター利用状況〕 ４年度

施設名
利用状況

利用数（件） 利用者数（人）
867
35
832
－
－
828
808
838
734
741
－
583
－
37

5,436

展示室兼集会室
（展示利用）
（集会利用）
大会議室（１）（※）
大会議室（２）（※）
会議室（１）
会議室（２）
会議室（３）
和　室（１）
和　室（２）
研修室（※）
テスト室
料理実習室（※）
保育室
　　　　　計

22,205
1,163
21,042

－
－

6,092
4,943
6,679
3,903
3,938
－

4,418
－
142

52,320
※：大会議室（1）・（2）・研修室・料理実習室は、新型コロナウイ
　　ルスワクチンの接種会場および保管施設等として利用のため、
　　４年４月１日から５年３月31日まで貸出を休止

２　消費生活センター
　消費生活センターは、区の消費者行政の拠点として、
消費生活に関する各種啓発事業を実施している。施設
には、消費者の自主的な活動を支援するため、研修室、
テスト室、料理実習室、消費者団体活動室を設置して
いる。消費生活相談では、消費者と事業者との契約に
関するトラブルなどの相談を専門相談員が受けている。
　さらに、消費者の参加を積極的に推進するため、区
民の自主的参加により組織される運営連絡会と連携し
て、消費者教室の企画・運営、啓発用パネルの貸出、
情報誌の編集などを行っている。

取組に対して支援を行った。

●商店街連合会等との連携
　区内商店会の連合組織である練馬区商店街連合会や
練馬区商店街振興組合連合会と連携し、商店会活動の
充実や区内商業の振興発展を進めている。
　４年度は、商店街連合会の開催する「商業まつり」
（年2回）や団体ニュース発行事業に対し、補助金を
交付するなどの支援を行った。
　また、コロナ禍の影響を受けている商店街を応援す
るため、２、３年度に引き続き商店街連合会が実施す
る30％のプレミアム付商品券事業の支援を行った。
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（1）魅力的な商店街づくりを進める

〔商店街振興事業実績〕 ４年度

支援（助成）内容 商店会数 事業数
イベント事業 37 86
環境整備等事業 13 15
街路灯等修繕費 1 1
街路灯等維持費 60 60
空き店舗コミュニティスペース整備等事業 1 1

52  魅力ある商店街づくり

　商店街は、買い物の場であると同時に、地域コミュ
ニティの場としても重要な役割を担っている。区では
商店会が行う取組に対し、さまざまな支援を行ってい
る。４年度の区内商店会数は、92商店会、会員数
3,686人となっている。

●魅力ある個店づくり
　商店会を構成する個店の意欲的な取組を支援し、商
店会の核となる個店・人材を育成することで、魅力あ
る個店づくりを進めている。４年度は、練馬区商店街
連合会が実施している「まちゼミ」（商店主等が講師
となり、プロならではの知識や情報を伝える講座を開
催する事業）１件に対して、補助金を交付するなどの
支援を行った。

●特色のある商店街づくり
　商店会同士の連携強化を進め、複数の商店会が合同
で行う地域の特色を活かした取組を支援し、特色のあ
る商店街づくりを進めている。

●商店街振興への取組
１　商店会のイベントや環境整備等への支援
　商店会が、商業活動の活性化や近隣住民との交流を
目的に実施する各種イベント事業や、快適な商環境づ
くりを目的に実施する環境整備事業に対し、補助金を
交付するなどの支援を行った。
　また、商店街通行者や地域の安全・安心な環境整備
に寄与している商店会の街路灯等について、維持管理
に係る経費の一部を助成している。４年度は、修繕費・
維持費（電気代）に対し、補助を行った。

２　商店街空き店舗利用の促進
　商店街における空き店舗の存在は、商店街自体の魅
力や集客力の低下を招く。そのため、空き店舗の解消
を図り、商店街のにぎわいをもたらすため、空き店舗
利用を促進する必要がある。
　空き店舗を活用し、さまざまな交流が行える広場を
運営する事業等に対し支援を行っている。
　４年度は広場を運営する事業に対し、補助金を交付
するなどの支援を行った。
　また、新たな取組として、商店街の空き店舗を活用
して出店しようとする事業者を商店会がサポートする
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